
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
件

一

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

一

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所

有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件

一

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
四
件

二

公

告

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

四

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

四

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件

五

告

示

福
島
県
告
示
第
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一
１

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

南
相
馬
市
原
町
区
金
沢
字
浦
一
九
七
の
三
、
一
九
八
の
四
、
二
〇
一
の
六
、
二
〇
一
の
七

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

潮
害
の
防
備

３

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

二
１

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

南
相
馬
市
原
町
区
金
沢
字
浦
一
九
七
の
三
、
一
九
八
の
四
、
二
〇
一
の
六
、
二
〇
一
の
七

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

３

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
一
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

白
河
市
表
郷
金
山
字
吉
釜
三
、
五
か
ら
一
三
ま
で
、
一
六
、
一
七
、
表
郷
中
野
字
山
神
入
二
三
、

二
六
、
四
六
、
四
七
、
五
〇
、
五
五
、
六
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
白
河
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
白
河
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
喜
多
方
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

三
浦
元

大
倉
菊
次

三
浦
恒
一
郎

渡
部
通

小
澤
金
藏

佐
藤
甚
吾

三
浦
光
一

蓮
沼
新
───────────────────────────────────────────────────────────
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一

大
塚
雄
一

永
井
輝
夫

若
菜
光

佐
藤
ミ
ツ
イ

渡
部
常
信

三
浦
順
八

遠
藤
倉
八

若
菜
綱
男

佐
藤
駒
吉

大
竹
武
志

渡
部
常
八

小
澤
ト
ヨ

小
澤
直
吉

小
沢
忠
次
郎

小

沢
米
八

若
菜
爲
彥

小
澤
久
吉

佐
藤
豊
記

加
藤
作
治
郎

大
塚
栄
吉

佐
藤
鐵
次
郎

大

塚
長
太

小
沢
リ
ウ

小
林
茂

佐
藤
定
市

三
浦
淸
志

永
井
已
之
八

小
澤
亟
一

富
山
豊

八

小
澤
小
平

穴
澤
惣
次
郎

三
浦
ヒ
ロ
ノ

神
田
喜
代
八

穴
澤
熊
三

若
菜
政
八

佐
藤

貢

渡
部
淸

小
澤
幾
八

小
澤
定
吉

大
塚
勇
四
郎

神
田
直
喜

渡
部
已
之
八

神
田
四
郎

加
藤
忠
則

上
野
一

小
澤
次
三
郎

三
浦
ハ
チ

神
田
庄
次
郎

遠
藤
ミ
子

渡
部
惣
藏

若
菜
四
八

佐
藤
貢

神
田
與
平
次

神
田
小
市

小
澤
治
三
郎

冨
山
豊
八

大
野
重
次
郎

神
田
市
太

穴
沢
與
志
次
郎

神
田
善
次
郎

小
林
吉
太
郎

若
菜
網
男

穴
沢
熊
三

佐
藤
豊

美

神
田
與
之
介

大
塚
勇
四
郎

神
田
直
記

渡
部
已
之
八

永
井
幸
市

神
田
庄
次
郎

神

田
善
次
郎

若
菜
己
之
八

若
菜
宗
三
郎

若
菜
作
八

小
澤
久
次
郎

小
澤
友
次

小
沢
清
次

郎

大
倉
庄
吉

渡
部
徳
次

渡
部
徳
平

渡
部
徳
七

渡
部
清

永
井
庄
三

永
井
己
之
八

佐
藤
善
八

佐
藤
捨
次
郎

佐
藤
庄
八

佐
藤
定
三

穴
沢
惣
次
郎

加
藤
作
次
郎

穴
沢
万
四

郎

穴
沢
幸
作

富
山
亀
八

大
野
一
衛

安
部
重
雄

穴
澤
サ
ン

鈴
木
二
郎

蓮
沼
卯
八

穴
沢
己
之
八

蓮
沼
新
次
郎

安
部
勇

大
野
左
市

蓮
沼
卯
吉

小
林
茂

永
井
峰
雄

富
山

勝
人

渡
部
俊
男

神
田
庄
次

若
菜
定
世

小
澤
忠
次
郎

小
澤
米
八

佐
藤
鉄
次
郎

小
沢

幾
次
郎

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
平
成
二
十
七
年
福
島
県
告
示

第
七
百
七
十
二
号
）
に
よ
る
こ
と
。

３

当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
一
月
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
須
賀

西
白
河
郡
矢
吹
町
大
久
保

変
更
前

七
・
一
〜

一
、
三
〇
六
・
〇

川
矢
吹
線

二
四
九
番
一
地
先
か
ら

二
五
・
九

同

郡
同

町
西
長
峰

四
三
番
一
地
先
ま
で

変
更
後

一
一
・
六
〜

一
、
三
〇
六
・
〇

三
四
・
六

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
一
月
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
い
わ

い
わ
き
市
遠
野
町
深
山
田

変
更
前

八
・
五
〜

六
六
二
・
三

き
石
川
線

字
沢
繋
一
一
七
番
二
地
先

二
三
・
〇

か
ら

同

市
遠
野
町
深
山
田

変
更
後

九
・
八
〜

六
六
二
・
三

字
沢
繋
一
二
〇
番
一
八
地

七
〇
・
〇

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
一
月
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

───────────────────────────────────────────────────────────
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県
道
い
わ

い
わ
き
市
泉
町
下
川
字
境

変
更
前

Ａ

八
・
六
〜

一
一
、
七
五
七
・
三

き
上
三
坂

ノ
町
一
六
番
二
地
先
か
ら

六
八
・
〇

小
野
線

同

市
山
田
町
道
端
一

番
一
〇
地
先
ま
で

い
わ
き
市
江
畑
町
堀
ノ
内

Ｂ

一
八
・
二
〜

五
九
九
・
〇

六
五
番
一
地
先
か
ら

七
九
・
二

同

市
江
畑
町
平
前
三

番
三
地
先
ま
で

い
わ
き
市
泉
町
下
川
字
境

Ｃ

一
六
・
五
〜

六
二
〇
・
〇

ノ
町
一
六
番
二
地
先
か
ら

五
二
・
〇

同

市
泉
町
下
川
字
萱

手
一
〇
四
番
地
先
ま
で

い
わ
き
市
添
野
町
大
町
二

Ｄ

二
九
・
〇
〜

八
二
七
・
〇

七
番
地
先
か
ら

二
四
〇
・
〇

同

市
添
野
町
猿
田
一

一
三
番
一
五
地
先
ま
で

い
わ
き
市
高
倉
町
堤
ノ
上

Ｅ

二
五
・
〇
〜

九
七
一
・
〇

八
〇
番
地
先
か
ら

一
四
三
・
〇

同

市
高
倉
町
田
ノ
作

七
二
番
一
地
先
ま
で

い
わ
き
市
泉
町
下
川
字
境

変
更
後

Ａ

八
・
六
〜

一
一
、
七
五
七
・
三

ノ
町
一
六
番
二
地
先
か
ら

六
八
・
〇

同

市
山
田
町
道
端
一

番
一
〇
地
先
ま
で

い
わ
き
市
江
畑
町
堀
ノ
内

Ｂ

一
八
・
二
〜

五
九
九
・
〇

六
五
番
一
地
先
か
ら

七
九
・
二

同

市
江
畑
町
平
前
三

番
三
地
先
ま
で

い
わ
き
市
泉
町
下
川
字
境

Ｃ

二
五
・
〇
〜

六
二
〇
・
〇

ノ
町
一
六
番
二
地
先
か
ら

一
六
〇
・
〇

同

市
泉
町
下
川
字
萱

手
一
〇
四
番
地
先
ま
で

い
わ
き
市
添
野
町
大
町
二

Ｄ

二
九
・
〇
〜

八
二
七
・
〇

七
番
地
先
か
ら

二
四
〇
・
〇

同

市
添
野
町
猿
田
一

一
三
番
一
五
地
先
ま
で

い
わ
き
市
高
倉
町
堤
ノ
上

Ｅ

二
五
・
〇
〜

九
七
一
・
〇

八
〇
番
地
先
か
ら

一
四
三
・
〇

同

市
高
倉
町
田
ノ
作

七
二
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
一
月
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
久
之

い
わ
き
市
久
之
浜
町
久
之

変
更
前

一
四
・
〇
〜

六
五
八
・
二

浜
港
線

浜
字
立
一
三
〇
番
地
先
か

四
七
・
〇

ら同

市
久
之
浜
町
久
之

変
更
後

七
・
六
〜

六
九
五
・
七

浜
字
沢
目
八
番
一
地
先
ま

四
八
・
五

で

（
道
路
計
画
課
）

公

告
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公 告 第 １ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 避 難 者 意 向 調 査 （ 応 急 仮

設 住 宅 入 居 実 態 調 査 ） 業 務 の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公
共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 72号 。 以
下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 1条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 3 9年 福 島 県 規 則 第 1 7号 ） 第
2 7 4条 の 1 1第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 2 8年 １ 月 ４ 日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量
福 島 県 避 難 者 意 向 調 査 （ 応 急 仮 設 住 宅 入 居 実 態 調 査 ） 業 務 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 企 画 調 整 部 避 難 地 域 復 興 局 避 難 者 支 援 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 1 6号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 2 7年 1 1月 2 6日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 日 本 リ サ ー チ セ ン タ ー 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 本 町 二 丁 目 ７ 番 １ 号

５ 落 札 金 額
3 0 , 9 9 6 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 2 7年 1 0月 1 6日

（ 避 難 者 支 援 課 ）

公
告
第
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
一
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

四
時
川
沿
岸
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

近
藤

定
光

い
わ
き
市
錦
町
中
ノ
町
八
六
番
地

同

小
野

勝
彦

同

市
川
部
町
橋
本
六
三
番
地

同

佐
藤

正
輝

同

市
錦
町
上
中
田
五
九
番
地

同

山
田

益
嗣

同

市
錦
町
御
宝
殿
二
一
番
地

同

星

國
雄

同

市
錦
町
花
ノ
井
一
二
番
地
の
二

同

小
野

一
男

同

市
勿
来
町
四
沢
前
ノ
内
三
七
番
地

同

根
本

勝

同

市
勿
来
町
関
田
北
町
一
八
番
地

同

澤
田

武
好

同

市
川
部
町
大
久
保
一
二
四
番
地
の
一

同

芳
賀

一
三

同

市
川
部
町
横
根
二
三
番
地
の
一

監
事

星

定
見

同

市
錦
町
花
ノ
井
一
〇
番
地

同

鷺

龍
雄

同

市
錦
町
成
沢
七
〇
番
地

同

金
成

雄

同

市
錦
町
鷺
内
二
九
番
地

就
任
し
た
役
員

理
事

山
田

益
嗣

い
わ
き
市
錦
町
御
宝
殿
二
一
番
地

同

村
上

善
則

同

市
錦
町
上
中
田
一
四
八
番
地
の
一

同

鷺

良
光

同

市
錦
町
安
良
町
一
一
〇
番
地

同

山
野
邉

保
嘉

同

市
錦
町
鈴
鹿
二
七
番
地

同

田
子

英
二

同

市
錦
町
中
ノ
町
四
九
番
地
の
一

同

小
野

一
男

同

市
勿
来
町
四
沢
前
ノ
内
三
七
番
地

同

舟
生

勝
一

同

市
勿
来
町
関
田
行
屋
前
一
六
番
地
の
五

同

小
野

勝
彦

同

市
川
部
町
橋
本
六
三
番
地

同

澤
田

武
好

同

市
川
部
町
大
久
保
一
二
四
番
地
の
一

同

芳
賀

一
三

同

市
川
部
町
横
根
二
三
番
地
の
一

監
事

金
成

雄

同

市
錦
町
鷺
内
二
九
番
地

同

根
本

信
一

同

市
錦
町
台
一
六
番
地

同

宮
澤

忠
一

同

市
錦
町
江
栗
馬
場
五
六
番
地

（
農
村
計
画
課
）
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公 告 第 ３ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続
の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 72号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 11条 及 び 福
島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 3 9年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 27 4条 の 1 1第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 2 8年 １ 月 ４ 日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 随 意 契 約 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
き の こ 原 木 非 破 壊 検 査 機 器 ２ 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 1 6号

３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日
平 成 2 7年 1 2月 ３ 日

４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所
日 立 造 船 株 式 会 社 大 阪 府 大 阪 市 住 之 江 区 南 港 北 一 丁 目 ７ 番 8 9号

５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額
6 6 , 9 6 0 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
随 意 契 約

７ 随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由
特 例 政 令 第 1 0条 第 １ 項 第 １ 号 該 当

（ 入 札 用 度 課 ）

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


